
平成 15年 6月 4日 
各  位 

会 社 名  日 立 電 線 株 式 会 社  
代 表 者  取締役社長      佐藤 教郎  
(コード番号 5812  東証・大証１部)  
問合せ先  人事総務本部 総務部長 

鈴村 慎一郎 
（TEL  03－5252－3261） 

 
（訂正）平成 15年 3月期 決算短信（連結）の添付資料及び 

平成 15年 3月期 個別財務諸表の概要の添付資料に関する一部訂正について 
 
 平成 15年 4月 25日に発表しました表記開示資料について一部訂正がありましたので、お知らせします。（ア
ンダーラインで示したところが、訂正箇所です。） 
なお、数値データにつきましては、訂正はありません。 

 
記 

 
１．平成 15年 3月期 決算短信（連結）の添付資料 
（１）3ページ １．企業集団の状況（１）事業内容 事業系統図内 
 （訂正前） 
  情報・エレクトロニクス事業 非連結子会社  CNMP Network, Inc. 
 
 （訂正後） 
  情報・エレクトロニクス事業 非連結子会社  CNMP Networks, Inc. 
 
（２）6ページ １．企業集団の状況（２）関係会社の状況 
 （訂正前） 

名 称 住 所 
資 本 金 
（百万円） 

主要な事業の 
内容 

議決権の所
有割合（％） 

関 係 内 容 

（持分法適用  
  関連会社）       

㈱ジェイ・パワ

ーシステムズ  － － － － － 

㈱アドバンスト・ケ
ーブル・システムズ 

茨城県 
日立市 750 

光ファイバケー
ブルの設計及び

販売 

50.0 
当社が同社製品を購入しており、土地建物の賃
貸借関係がある。 

役員の兼任 3人、出向 2人 

上海日光銅業 
有限公司 中国 (千米ドル) 

42,250 

銅管の製造及び

販売 
50.0 

当社が原材料の一部を供給している。 

役員の兼任1人、出向1人 

その他 5社      

 （注）1．親会社である㈱日立製作所、持分法適用関連会社である㈱ジェイ・パワーシステムズについては、9.注記事項等(2)

③関連当事者との取引 で記載しているため、省略しました。 

 

 （訂正後） 

名 称 住 所 
資 本 金 
（百万円） 

主要な事業の 
内容 

議決権の所
有割合（％） 

関 係 内 容 

（持分法適用  
  関連会社）       

㈱ジェイ・パワ
ーシステムズ  － － － － － 

㈱アドバンスト・ケ
ーブル・システムズ 

茨城県 
日立市 750 

光ファイバケー
ブルの設計及び
販売 

50.0 
当社が同社製品を購入しており、土地建物の賃
貸借関係がある。 
役員の兼任 3人、出向 2人 

住電日立ケーブル
㈱ － － － － － 

上海日光銅業 
有限公司 中国 (千米ドル) 

42,250 

銅管の製造及び

販売 
50.0 

当社が原材料の一部を供給している。 

役員の兼任1人、出向1人 

その他 4社      

 （注）1．親会社である㈱日立製作所、持分法適用関連会社である㈱ジェイ・パワーシステムズ及び住電日立ケーブル㈱につ

いては、9.注記事項等(2)③関連当事者との取引 で記載しているため、省略しました。 



 

（３）8ページ ３．経営成績及び財政状態（１）経営成績 電線・ケーブル事業内 

 （訂正前） 

  光海底ケーブルは、前連結会計年度は 166億円 33百万円の売上げを計上しましたが、 

 

 （訂正後） 

  光海底ケーブルは、前連結会計年度は 166億 33百万円の売上げを計上しましたが、 

 

（４）18ページ ９．注記事項等（１） 

（訂正前） 

③保証債務（保証予約を含む。） 〔当連結会計年度末〕 1,599百万円 

④経営指導念書         〔当連結会計年度末〕 5,645百万円 

   ↓ 

  （訂正後） 

   ③保証債務（保証予約を含む。） 〔当連結会計年度末〕  1,702 百万円 

④経営指導念書         〔当連結会計年度末〕 5,541 百万円 

 

２．平成 15年 3月期 個別財務諸表の概要の添付資料 
（１）33ページ ５．注記事項（１） 

（訂正前） 

②保証債務（保証予約を含む。）     〔当年度末〕 5,697百万円 

③経営指導念書             〔当年度末〕 12,786百万円 

   ↓ 

  （訂正後） 

   ②保証債務（保証予約を含む。）     〔当年度末〕  5,800 百万円 

③経営指導念書             〔当年度末〕 12,683百万円 

 

以 上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
発表後 12 時間が経過する時点（平成 15 年 6 月 4 日午後 10時 00 分）までに本件発表内容をご覧になられた方は、証券取引法第

166条及び同法施行令第 30条の規定により、インサイダー取引規制に関する会社関係者又は第一次情報受領者となりますので、

十分ご注意ください。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 


